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第１３　関係条例等 

 

〇　尾張旭市下水道条例 

〇　尾張旭市下水道条例施行規則 

〇　尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則 

〇　尾張旭市生活保護世帯に対する排水設備等改造費補助条例 

〇　尾張旭市生活保護世帯に対する排水設備等改造費補助条例施行規則 

〇　尾張旭市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱 

〇　尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱 

〇　尾張旭市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則 

〇　尾張旭市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則取扱基準 

〇　取付管出来高調書（記載例） 

〇　道路占用許可申請書（記載例） 

〇　道路使用許可申請書 

〇　添付書類様式記載例 

〇　汚水取付管標準図 

〇　取付管工事写真撮影要領 
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○尾張旭市下水道条例 

昭和59年３月30日 

条例第１号 

目次 

第１章　総則（第１条―第３条） 

第１章の２　公共下水道の構造の技術上の基準等（第３条の２―第３条の７） 

第２章　排水設備の設置等（第４条―第10条） 

第３章　公共下水道の使用（第11条―第18条） 

第４章　雑則（第19条―第25条） 

第５章　罰則（第26条・第27条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この条例は、公共下水道の設置、管理及び使用について、下水道法（昭和33年法律第79

号。以下「法」という。）その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条　市に公共下水道を設置する。 

（定義） 

第３条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)　下水　法第２条第１号に規定する下水をいう。 

(2)　汚水　法第２条第１号に規定する汚水をいう。 

(3)　公共下水道　法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

(4)　終末処理場　法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。 

(5)　処理区域　法第２条第８号に規定する処理区域をいう。 

(6)　排水設備　法第10条第１項に規定する排水設備（屋内の排水管、これに固着する洗面器及

び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。）をいう。 

(7)　除害施設　法第12条第１項に規定する除害施設をいう。 

(8)　特定事業場　法第12条の２第１項に規定する特定事業場をいう。 

(9)　取付管　接続ますから公共下水道の管渠に接続する管をいう。 
きょ

(10)　義務者　法第10条第１項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。 

(11)　使用者　下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。 

(12)　水道　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第１項に規定する水道をいう。 

(13)　使用月　公共下水道の使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね１か月の期間をいう。 
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(14)　給水装置　水道法第３条第９項に規定する給水装置をいう。 

第１章の２　公共下水道の構造の技術上の基準等 

（公共下水道の構造の技術上の基準） 

第３条の２　法第７条第２項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条

から第３条の６までに定めるところによる。 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準） 

第３条の３　排水施設（これを補完する施設を含む。次条において同じ。）及び処理施設（これを

補完する施設を含む。第３条の５において同じ。）に共通する構造の技術上の基準は、次のとお

りとする。 

(1)　堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(2)　コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のも

のとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管そ

の他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

(3)　屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものと

して規則で定めるものを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、

及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。 

(4)　下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食し

にくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。 

(5)　地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その
とう

他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

（排水施設の構造の技術上の基準） 

第３条の４　排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 

(1)　排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計
きょ

画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 

(2)　流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水

勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

(3)　暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所に
きょ

あっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。 

(4)　暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清
きょ きょ

掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

(5)　ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉す

ることができる蓋）を設けること。 

（処理施設の構造の技術上の基準） 

第３条の５　処理施設（終末処理場であるものに限る。第２号において同じ。）の構造の技術上の
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基準は、第３条の３に定めるもののほか、次のとおりとする。 

(1)　脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 

(2)　汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。第３条の７において同じ。）は、汚泥の

処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じ

ないよう規則で定める措置が講ぜられていること。 

（適用除外） 

第３条の６　前３条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

(1)　工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

(2)　非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

（終末処理場の維持管理） 

第３条の７　法第21条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行

うものとする。 

(1)　活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエ

アレーションを調節すること。 

(2)　沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するこ

と。 

(3)　急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、
ろ ろ

濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 
ろ

(4)　前３号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 

(5)　臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。 

(6)　前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物

により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずる

こと。 

第２章　排水設備の設置等 

（排水設備の接続方法及び内径等） 

第４条　排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときは、次に

定めるところによらなければならない。 

(1)　公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあ

つては、公共下水道に接続するますその他の排水施設（法第11条第１項の規定により、又は

同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する

場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「接続ます等」という。）

で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、接続ます等で雨水を排

除すべきものに固着させること。 

(2)　排水設備を接続ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施
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設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。 

(3)　汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表

に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同
きょ

表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一

の建築物から排除される汚水を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径は、

75ミリメートル以上とすることができる。 

(4)　雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表

に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同
きょ

表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一

の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径は、75

ミリメートル以上とすることができる。 

（公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） 

第５条　公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（排水設備及び法第24条第１項の

規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において

同じ。）の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。 

(1)　汚水は接続ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は接続ます等で雨水を排除すべきもの

に流入させるように設けること。 

(2)　堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(3)　陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものと

する措置が講じられていること。 

（排水設備等の計画の確認） 

第６条　排水設備又は前条の排水施設（これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」

という。）の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に

 
排水人口 排水管の内径

 
150人未満 100ミリメートル以上

 
150人以上300人未満 125ミリメートル以上

 
300人以上500人未満 150ミリメートル以上

 
500人以上 200ミリメートル以上

 
排水面積 排水管の内径

 
200平方メートル未満 100ミリメートル以上

 
200平方メートル以上400平方メートル未満 125ミリメートル以上

 
400平方メートル以上600平方メートル未満 150ミリメートル以上

 
600平方メートル以上1,500平方メートル未満 200ミリメートル以上

 
1,500平方メートル以上 250ミリメートル以上
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関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出

し、市長の確認を受けなければならない。 

２　前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする

ときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を

受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつて

は、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りるものとする。 

（排水設備等の工事の検査） 

第７条　排水設備等の新設等を行つた者は、当該工事を完了した日から７日以内にその旨を市長

に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものである

ことについて、市長の検査を受けなければならない。 

２　市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法

令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済

証を交付するものとする。 

（排水設備等の工事の実施） 

第８条　排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く。）は、排水設備等の工事に

関し技能を有する者（以下「責任技術者」という。）を選任している業者として市長が指定した

もの（以下「指定工事店」という。）でなければ、行つてはならない。ただし、災害その他非常

の場合において、市長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認める

ときは、この限りでない。 

２　前項の指定工事店に関する事項は別に定める。 

（取付管設置工事費の徴収） 

第９条　市長は、公共下水道に汚水を流入させるための取付管の新設等に要する費用（以下「取

付管設置工事費」という。）の全部又は一部を義務者から徴収することができる。 

２　前項の取付管設置工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。 

３　第１項の取付管設置工事費は、取付管設置工事の着手前に納付しなければならない。ただ

し、市長が前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。 

（関連工事費の徴収） 

第10条　市長は、本市の下水道事業計画に照らし著しくこれを阻害する建築物を建て、公共下水

道に下水を流入させようとする者から関連工事費を徴収することができる。 

２　前項の関連工事費の基準は、市長が定める。 

第３章　公共下水道の使用 

（特定事業場からの下水の排除の制限） 

第11条　特定事業場から下水を排除して公共下水道（終末処理場を設置しているものに限る。以

下この条及び第13条において同じ。）を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水
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を排除してはならない。 

(1)　水素イオン濃度　水素指数５以上９以下 

(2)　生物化学的酸素要求量　１リットルにつき５日間に600ミリグラム以下 

(3)　浮遊物質量　１リットルにつき600ミリグラム以下 

(4)　ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア　鉱油類含有量　１リットルにつき５ミリグラム以下 

イ　動植物油脂類含有量　１リットルにつき30ミリグラム以下 

２　製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関す

る前項の規定の適用については、同項第１号中「５以上９以下」とあるのは「5.7以上8.7以

下」と、同項第２号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第３

号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。 

３　特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域（湖沼を除く。）に直接排除された

とした場合においては、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定による環境省令によ

り、当該下水について第１項に掲げる項目に関し当該各号に定める水質（前項の規定が適用さ

れる場合にあつては、同項に定める水質）より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、

当該下水に係る第１項に規定する水質の基準は、前２項の規定にかかわらず、その排水基準と

する。 

（法第12条の規定による除害施設の設置等） 

第12条　使用者は、次に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除される汚水を除く。）を

継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。 

(1)　温度　45度以下 

(2)　水素イオン濃度　５以上９以下 

(3)　ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア　鉱油類含有量　１リットルにつき５ミリグラム以下 

イ　動植物油脂類含有量　１リットルにつき30ミリグラム以下 

(4)　よう素消費量　１リットルにつき220ミリグラム以下 

（法第12条の11の規定による除害施設の設置等） 

第13条　次に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除される汚水及び法第12条の２第１

項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続

して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。 

(1)　下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第９条の４第１項各号に掲げる物質　それぞれ

当該各号に定める数値。ただし、同条第４項に規定する場合においては、同項に規定する基

準に係る数値とする。 

(2)　温度　45度以下 
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(3)　水素イオン濃度　水素指数５以上９以下 

(4)　生物化学的酸素要求量　１リットルにつき５日間に600ミリグラム以下 

(5)　浮遊物質量　１リットルにつき600ミリグラム以下 

(6)　ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア　鉱油類含有量　１リットルにつき５ミリグラム以下 

イ　動植物油脂類含有量　１リットルにつき30ミリグラム以下 

(7)　前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法第３条第３項に基づく

排水基準を定める条例により公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの

（第４号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。）　当該排水基準に係る数値 

２　製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関す

る前項の規定の適用については、同項第２号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項

第３号中「５以上９以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第４号中「600ミリグラム以

下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第５号中「600ミリグラム以下」とあるのは

「300ミリグラム以下」とする。 

（し尿の排除の制限） 

第14条　使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所（汚水管が公共下水道に接続

されたものに限る。）によらなければならない。 

（使用開始等の届出） 

第15条　公共下水道の使用を開始、休止し、又は廃止しようとする者は、その旨を市長に届け出

なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでな

い。 

２　法第12条の３、第12条の４又は第12条の７の規定による届出をした者は前項の規定による届

出をした者とみなす。 

（使用料の徴収） 

第16条　市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。 

２　前項の使用料は、納入通知書により２使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めた

ときは、この限りでない。 

（使用料の算定方法） 

第17条　使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量（以下「排除汚水量」という。）

に応じ、次の表に定める基本使用料と従量使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額とす

る。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。 

 
排除汚水量 使用料（1使用月につき）

 
基本使用料 従量使用料 



56 

２　使用者の排除汚水量の算定は、次に定めるところによる。 

(1)　水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、２以上の使用者が給水装置を

共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができな

いときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。 

(2)　一般家庭等で井戸水を使用した場合は、世帯人員（同居人を含む。以下同じ。）に６立方

メートルを乗じた量とする。 

(3)　一般家庭等で水道水と井戸水を併用した場合は、第１号で算定した量と世帯人員に３立方

メートルを乗じた量とを加算した量とする。 

(4)　一般家庭等以外で水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して市長

が認定する。 

(5)　氷雪製造業その他の営業で、その営業に使用する水の量が排除汚水量と著しく異なる使用

者は、毎使用月、その使用月の排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使

用月の終期から起算して７日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前

各号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除汚水量を

認定するものとする。 

３　使用月の中途において公共下水道に汚水の排除を開始し、休止し、又は廃止したときの基本

使用料は、１使用月分として算定する。 

（資料の提出） 

第18条　市長は、使用料を算定するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。 

第４章　雑則 

（行為の許可） 

第19条　法第24条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提

出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とす

る。 

（許可を要しない軽微な変更） 

第20条　法第24条第１項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨

げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件（排水設備を除く。以

 
（1立方メートルにつき）

 
10立方メートルまで 800円 85円

 
10立方メートルを超え20立方メートル

まで

110円

 
20立方メートルを超え50立方メートル

まで

145円

 
50立方メートルを超えるもの 185円
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下「物件」という。）で同項の許可を受けて設けた物件（地上に存する部分に限る。）に対する

添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随

して行うものとする。 

（占用） 

第21条　公共下水道の敷地又は排水施設に物件（以下この条及び次条において「占用物件」とい

う。）を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出

して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第１項の

許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。 

（原状回復） 

第22条　前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が

満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共

下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長

が認めたときは、この限りでない。 

２　市長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが

不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

（使用料等の減免） 

第23条　市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、取

付管設置工事費又は手数料を減免することができる。 

（手数料） 

第24条　市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の

手数料を徴収する。 

(1)　第６条の計画の確認　１件につき　1,000円 

(2)　指定工事店の指定　１件につき　１万円 

(3)　指定工事店の指定の更新　１件につき　7,000円 

２　前項の手数料は、申請の際に徴収する。 

３　既に徴収した手数料は、還付しない。 

（委任） 

第25条　この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章　罰則 

（罰則） 

第26条　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過料を科する。 

(1)　第６条第１項又は第２項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者 

(2)　排水設備等の新設等を行つて第７条第１項の規定による届出を同項に規定する期間内に行

わなかつた者 
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(3)　第８条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者 

(4)　第12条、第13条、又は第14条の規定に違反した使用者 

(5)　第15条第１項の規定による届出を怠つた者 

(6)　第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者 

(7)　第22条第２項の規定による指示に従わなかつた者 

(8)　第６条第１項又は第19条の規定による申請書又は書類、第６条第２項前段又は第15条第１

項若しくは第２項の規定による届出書、第17条第２項第５号の規定による申告書又は第18条

の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提

出者 

（両罰規定） 

第27条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

同条の過料を科する。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和60年３月29日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和63年９月30日条例第23号） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附　則（平成元年３月31日条例第23号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成元年６月１日から施行する。 

（尾張旭市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２　尾張旭市下水道条例の一部を改正する条例（昭和63年尾張旭市条例第23号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう略） 

附　則（平成９年３月28日条例第10号抄） 

１　この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

３　第12条の規定による改正後の尾張旭市下水道条例第17条第１項の規定は、平成９年６月１日

以後に確定すべき排除汚水量に係る使用料から適用し、同日前に確定した、又は確定すべきで

あった排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。 

附　則（平成10年６月29日条例第24号） 

１　この条例は、平成10年７月１日から施行する。 

２　平成10年７月１日において現に責任技術者として本市に登録されている者が引き続き責任技
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術者の登録を受けようとする場合については、改正後の第24条の規定にかかわらず手数料を徴

収しない。 

附　則（平成11年３月31日条例第７号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附　則（平成12年12月25日条例第28号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附　則（平成13年10月１日条例第23号） 

１　この条例は、平成14年２月１日から施行する。 

２　改正後の尾張旭市下水道条例第17条第１項の規定は、平成14年４月分として算定する使用料

から適用し、同年３月分として算定する使用料までは、なお従前の例による。 

附　則（平成24年12月28日条例第41号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第９条及び第13条の改正は、公布の日

から施行する。 

附　則（平成25年12月20日条例第38号抄） 

（施行期日） 

第１条　この条例は、平成26年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（下水道使用料に関する経過措置） 

第３条　第11条の規定による改正後の尾張旭市下水道条例第17条第１項の規定にかかわらず、施

行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年４月30日までの間に使用料

の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料（施行日以後初めて使用料の支払を

受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用

料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日（その直前の使

用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初め

て使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同

月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。）については、なお従前の例

による。 

２　前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とす

る。 

附　則（平成31年３月28日条例第３号抄） 

（施行期日） 

第１条　この条例は、平成31年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（下水道使用料に関する経過措置） 

第３条　第14条の規定による改正後の尾張旭市下水道条例第17条第１項の規定にかかわらず、施

行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料
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の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料（施行日以後初めて使用料の支払を

受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用

料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日（その直前の使

用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初め

て使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同

月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。）については、なお従前の例

による。 

２　前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とす

る。 

附　則（令和元年10月１日条例第19号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則（令和５年３月30日条例第11号） 

この条例は、令和５年10月１日から施行する。 

附　則（令和６年12月26日条例第42号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

附　則（令和７年12月24日条例第40号） 

（施行期日） 

第１条　この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第８条第１項の改正は、公布の

日から施行する。 

（使用料に関する経過措置） 

第２条　改正後の尾張旭市下水道条例（以下「改正後の条例」という。）第17条第１項の規定は、

令和８年５月分として算定する使用料から適用し、同年４月分として算定する使用料までは、

なお従前の例による。 

２　改正後の条例第17条第３項の規定により算定した令和８年５月分の使用料で、施行の日前の

排除汚水量を含む場合は、なお従前の例による。 

（手数料に関する経過措置） 

第３条　改正後の条例第24条第１項第１号の規定は、施行の日以後の第６条の計画の確認に係る

手数料について適用し、同日前の第６条の計画の確認に係る手数料については、なお従前の例

による。 
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○尾張旭市下水道条例施行規則 

昭和59年３月30日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、尾張旭市下水道条例（昭和59年尾張旭市条例第１号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条　この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（供用開始等の公示） 

第３条　下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」という。）第９条第１項の規定による供用

開始の公示及び同条第２項において準用する終末処理場による下水処理開始の公示は、尾張旭

市公告式規則（平成６年尾張旭市規則第１号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行う

ものとする。 

（使用月の始期及び終期） 

第４条　条例第３条第13号に規定する使用月の始期及び終期は次のとおりとする。 

(1)　水道水を使用する場合は、水道水の水量を計量した日から次の計量までの期間とする。た

だし、２か月ごとの計量の場合は、その中間日をもってそれぞれの終期及び始期とする。 

(2)　水道水以外の水を使用した場合は、月の初日から末日までとする。 

（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設） 

第４条の２　条例第３条の３第３号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排

水施設（これを補完する施設を含む。次条において同じ。）及び処理施設（これを補完する施

設を含む。次条及び第４条の５において同じ。）とする。 

(1)　排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの 

(2)　人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端

における水質が次に掲げる基準に適合するもの 

ア　下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第６条に規定する基準 

イ　下水道法施行規則（昭和42年建設省令第37号）第４条の３第２項に規定する国土交通大

臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が２度以

下であること。 

(3)　前２号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の

状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められ

るもの 

（耐震性能を確保するために講ずべき措置） 

第４条の３　条例第３条の３第５号に規定する規則で定める耐震性能を確保するための措置は、
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次のとおりとする。 

(1)　排水施設又は処理施設の周辺の地盤（埋戻し土を含む。次号及び第４号において同じ。）

に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の

改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の
くい

有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

(2)　排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護

岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

(3)　排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ず

るおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又
とう

は軽減のための措置 

(4)　前３号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を

勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置 

２　耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1)　地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その

他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそ

れがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設　次に定める

ところによる。 

ア　施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、

かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。 

イ　施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じ

る被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なもの

とし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。 

(2)　前号に掲げる排水施設以外の排水施設　同号アに定めるとおりとする。 

（排水管の内径及び排水渠の断面積の数値） 
きょ

第４条の４　条例第３条の４第１号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100

ミリメートル（自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル）とし、排水渠の断面
きょ

積にあっては5,000平方ミリメートルとする。 

（処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置） 

第４条の５　条例第３条の５第２号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。 

(1)　汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよう

にするための排ガス処理設備の設置その他の措置 

(2)　汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよう

にするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置 

(3)　汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じない
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ようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置 

（終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置） 

第４条の６　条例第３条の７第６号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。 

(1)　汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよう

にするための排ガス処理等の措置 

(2)　汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよう

にするための排液の水処理施設への送水等の措置 

(3)　汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じない

ようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置 

（排水設備工事の実施及び接続方法） 

第５条　条例第４条第２号の規定による排水設備を接続ます等に固着させる工事の実施方法は次

のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法による

ことができる。 

(1)　汚水を排除する排水渠は、暗渠とする。 
きょ きょ

(2)　管渠をます等に取り付けるときは、ます等の壁面に突出しない方法でし、取付部には漏水
きょ

の生じない措置を講じること。 

(3)　次に掲げる箇所にます等を設けること。 

ア　管渠の起点、合流点及び屈曲点 
きょ

イ　内径又は種類の異なる管渠の接続部分 
きょ

ウ　管渠の勾配が著しく変化する部分 
きょ

(4)　ます又は人孔は、内径又は内のり幅が150ミリメートル以上の丸型又は角型でふた付と

し、雨水用は底部に15センチメートル以上のどろためを設け、汚水用にあってはインバート

を付し、埋設の深度に応じて清掃に支障のない大きさとすること。 

(5)　前各号に定めるもののほか、別に定める技術上の基準によること。 

（排水設備等又は除害施設の計画の確認） 

第６条　条例第６条第１項に規定する申請書は、排水設備等（排水設備又は条例第５条に規定す

る排水施設に接続する除害施設を除く。以下この条及び次条において同じ。）の新設等の場合

は、排水設備等工事計画確認申請書（第１号様式）とし、除害施設の新設等の場合は、除害施

設工事計画確認申請書（第２号様式）とする。 

２　排水設備等工事計画確認申請書は、工事に着手しようとする日の７日前までに、除害施設工

事計画確認申請書は、工事に着手しようとする日の14日前までに市長に提出するものとする。 

３　条例第６条第１項に規定する申請書に添付する書類は、別に市長が定める。 

４　市長は、排水設備等又は除害施設の新設等の計画を確認したときは、排水設備等（除害施

設）工事計画確認書（第３号様式）を交付する。 



64 

（排水設備等又は除害施設の工事完了の届出） 

第７条　条例第７条第１項の規定による届出は、排水設備等（除害施設）工事完了届（第４号様

式）を提出してしなければならない。 

２　条例第７条第２項に規定する検査済証は、第５号様式とする。 

（使用者の変更） 

第８条　使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は遅滞なく公共下水道使用者変

更届（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２　前項の規定による届出は、口頭その他市長が定める方法によることができる。 

（共用排水設備の管理者） 

第９条　排水設備を共同で使用する者は、公共下水道に関する事項を処理させるため管理者を選

定し、市長に届け出なければならない。管理者を変更するときも同様とする。 

（排水設備等の軽微な工事） 

第10条　条例第８条の規定による規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない

補修程度の工事とする。 

（取付管の新設等の申請） 

第11条　取付管の新設等を必要とする者は、取付管設置位置申請書（第７号様式）を市長に提出

しなければならない。 

２　前項の申請書を提出した者は、同項の申請の取消しをしようとするときは、取付管設置位置

申請取消届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

３　市長は、第１項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた

ときは、取付管設置位置承認書（第９号様式）を交付するものとする。 

（関連工事の届出等） 

第12条　条例第10条に規定する関連工事費は、建築する建物の延床面積が3,000平方メートル以上

の場合に徴収する。ただし、市長が徴収の必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２　前項の関連工事費の徴収の対象となる建物を建てようとする者は、共同住宅等の建設事業届

出書（第10号様式）を市長に提出しなければならない。 

３　市長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出書の記載内容を審査のうえ、関連工

事費の額を決定し、関連工事費決定通知書（第11号様式）を交付するものとする。 

（取付管設置工事費等の納付の代理） 

第13条　取付管設置工事費及び関連工事費の納付についてその事務を他人に代理させようとする

者は、委任状を市長に提出しなければならない。 

（使用開始等の届出） 

第14条　条例第15条第１項の規定による届出は、公共下水道使用（開始・休止・廃止）届（第12

号様式）によるものとし、当該行為開始の７日前までに市長に届け出るものとする。 
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２　前項の規定による届出は、口頭その他市長が定める方法によることができる。 

（集合住宅の使用料の計算） 

第15条　アパートその他の集合住宅（１個の水道量水器で計量するものに限る。）の使用料は、

独立して用いられる居室を単位とし、その排除汚水量に条例第17条を適用して得られたものの

総和とする。ただし、建物の構造又は入居者の状態によりこれによることが適当でないと認め

られるときは、この限りでない。 

２　前項本文の排除汚水量は、各居室ごとに均等とみなして計算するものとする。 

３　第１項に定める条例第17条の適用にあたっては、各居室ごとに基本使用料を算定するものと

する。 

（一般家庭等で水道水以外の水を使用している場合の排除汚水量の認定等） 

第16条　条例第17条第２項に規定する一般家庭等で井戸水を使用する場合の世帯人員は、住民基

本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく住民票に登載された人員を参考として市長が認定す

る。 

２　前項の世帯人員の認定は、汚水の排除を開始する日現在をもって行う。 

３　使用者は、前２項により市長が認定した世帯人員に異動がある場合は、速やかに公共下水道

排水人員変更届（第13号様式）により市長に届け出なければならない。 

４　前項の規定による届出は、口頭その他市長が定める方法によることができる。 

５　使用月の中途において、公共下水道に汚水の排除を開始し、若しくは休止し、若しくは廃止

したとき又は第３項の世帯人員の異動があったときの従量使用料の額は、それぞれ日割計算と

する。 

（一般家庭等以外で水道水以外の水を使用している場合の排除汚水量の認定） 

第17条　市長は、条例第17条第２項第４号の規定による排除汚水量の認定をするため必要がある

と認めるときは、使用者の施設に計測のための装置（以下この条において「計測装置」とい

う。）を設置することができる。 

２　使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理しなければならない。 

３　市長は、動力式揚水設備によるものについては、計測装置によるほか、必要に応じ業態、揚

水設備その他の事情を考慮して排除汚水量を認定することができる。 

（排除汚水量の届出） 

第18条　条例第17条第２項第５号の規定による申告書の様式は、第14号様式とする。 

（制限行為の許可申請書） 

第19条　条例第19条に規定する申請書は、制限行為（変更）許可申請書（第15号様式）とする。 

２　条例第19条に規定する申請書に添付する書類は、別に市長が定める。 

３　市長は、第１項の申請書の提出があったときは、当該申請書の記載内容を審査し、適当と認

めたときは、制限行為（変更）許可書（第16号様式）を交付するものとする。 
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（占用の許可申請等） 

第20条　条例第21条に規定する申請書は、公共下水道（敷地・排水施設）占用許可申請書（第17

号様式）とする。 

２　市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の記載内容を審査し、適当と認め

たときは、公共下水道（敷地・排水施設）占用（変更）許可書（第18号様式）を交付するもの

とする。 

３　前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、公共下水道（敷地・排水施設）占用変

更許可申請書（第19号様式）を市長に提出しなければならない。 

４　市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の記載内容を審査し、適当と認め

たときは、公共下水道（敷地・排水施設）占用（変更）許可書（第18号様式）を交付するもの

とする。 

５　占用物件を設ける目的を廃止したときは、公共下水道（敷地・排水施設）占用廃止届（第20

号様式）を市長に提出しなければならない。 

（使用料等の減免） 

第21条　条例第23条の規定により使用料、取付管設置工事費又は手数料の減免を受けようとする

者は、（使用料・取付管設置工事費・手数料）減免申請書（第21号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２　市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の記載内容を審査のうえ、その適

否を決定し（使用料・取付管設置工事費・手数料）減免決定通知書（第22号様式）を交付する

ものとする。 

（委任） 

第22条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和60年３月29日規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成７年３月31日規則第18号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成９年３月28日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成10年６月29日規則第28号抄） 

１　この規則は、平成10年７月１日から施行する。 

附　則（平成11年９月29日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附　則（平成14年３月29日規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成24年12月28日規則第39号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第13条の改正は、公布の日から施行す

る。 

附　則（平成28年11月４日規則第37号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和３年３月30日規則第８号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請

書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 
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第 1号様式(第 6条関係) 

排水設備等工事計画確認申請書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申　請　者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

指定工事店　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり申請します。 

　（注）※印の欄は、該当する場合のみ記入してください。 

 設 置 場 所 尾張旭市

 

使 用 者

住　　所

 ふりがな 

氏　　名

 

工 事 内 容
新設、増設、改築、その他 

　　　　　　　　　（　　　）
設備種類 汚水、雨水

 使 用 水 水道水、井戸水、その他（　　　　　　　）

 排 水 面 積 　　　　㎡ 排水人員 　　　　人 建物面積 　　　　㎡

 排 水 戸 数 　　　　戸 水洗便所設備 　　　有　　　無　　　改造　

 
※家屋所有者の

承 認
住所　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　

 
※土地所有者の

承 認
住所　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　

 
※排水設備所有

者 の 承 認
住所　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　

 着 工 予 定 　　年　　月　　日 完　了　予　定 　　年　　月　　日
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第 2号様式(第 6条関係) 

除害施設工事計画確認申請書 

 

年　　月　　日　　 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申　請　者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

指定工事店　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり申請します。 

 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
業 種

 
使 用 水 水道水、井戸水、その他（　　　　　）

 
使用水の用途

 
生 産 品 名

 

汚 水 の

予 定 水 質

温度 摂氏　　　　　　　　　　　　　度

 水素イオン濃度 PH

 生物化学的酸素要求量 ５日間に　　　　　　　　　㎎／ℓ

 浮遊物質量 ㎎／ℓ

 油脂類含有量 ㎎／ℓ

 よう素消費量 ㎎／ℓ

 その他

 　　　含有量 ㎎／ℓ

 　　　含有量 ㎎／ℓ

 
１ 日 排 出 量 　最大　　　　　m3、最少　　　　　m3、平均　　　　　　m3

 
着 手 予 定 年　　月　　日 完 了 予 定 年　　月　　日
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第 3号様式(第 6条関係) 

排水設備等（除害施設）工事計画確認書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

 

　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました排水設備等（除害施設）工事計画を次のとお

り確認します。 

 

 
確 認 年 月 日 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 
確 認 番 号 　　　　　　　　第　　　　　　　　　　号
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第 4号様式(第 7条関係) 

排水設備等（除害施設）工事完了届 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届　出　者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

指定工事店　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり届け出ます。 

 

 
確 認 番 号 　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　号

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
工 事 内 容 新設、増設、改築、その他（　　　　　　　）

 
完 了 年 月 日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日
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第 5号様式(第 7条関係) 

検査済証 

 

年　　月　　日　　 

　　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

 

 

　　次のとおり排水設備等（除害施設）工事は、法令等の規定に適合したものと認めます。 

 

 
確 認 番 号 　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　号

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
工 事 内 容 新設、増設、改築、その他（　　　　　　　）

 
設 備 種 類 汚水、雨水、除害施設、その他（　　　　　　　）

 
指定工事人名

 
検 査 年 月 日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 
検査済証番号 　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　号
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第 6号様式(第 8条関係) 

公共下水道使用者変更届 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届出者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり公共下水道の使用者を変更したので届け出ます。 

 

 
排 水 設 備 等 の 

設 置 場 所
尾張旭市

 

検 査 済 証 番 号 　　　　　　第　　　　　　　　　　　　　号

 

旧 使 用 者 氏 名

 

新 使 用 者 氏 名

 

変 更 年 月 日 　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 

変 更 の 理 由
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第 7号様式(第 11条関係) 

取付管設置位置申請書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり申請します。 

 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
設 置 位 置 別図のとおり

 
内 容 新設、増設、改築、その他（　　　　　）

 

土 地 所 有 者

（注）この欄は、借地関係のある場合のみ記入してく

ださい
水 栓 番 号

 
住　所

第 号
 

氏　名

 
土　地、建　物 土地　　　㎡、建物　　階建、建物延面積　　　　　㎡

 

汚 水 の 種 類

１　一般家庭汚水　　２　業務用汚水　　３　その他 

２及び３の場合は、業種等について説明のこと。 

（説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 

備 考
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第 8号様式(第 11条関係) 

取付管設置位置申請取消届 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届出者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり届け出ます。 

 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 

取 消 し の 理 由

 
備 考
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第 9号様式(第 11条関係) 

取付管設置位置承認書 

 

年　　　月　　　日　　 

 

　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

 

　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました取付管設置位置を次のとおり承認します。 

 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
設 置 位 置 別図のとおり

 
承 認 年 月 日 　　　　年　　　　月　　　　日

 
承 認 番 号 　　　　第　　　　　　　　　　　　　　　号
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第 10 号様式(第 12 条関係) 

共同住宅等の建設事業届出書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届出者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり共同住宅等の建設事業の届出をします。 

 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
用 途

 
敷 地 面 積 　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

 
延 床 面 積 　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

 
戸 数 （ 区 画 数 ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　戸（区画）

 
階数及び最高の高さ 　　　　　　　　階　　　　　　　　ｍ

 
排 水 計 画 人 口 　　　　　　　　　　　　　　　　　人

 １ 日 当 た り

計 画 最 大 汚 水 量
　　　　　　　　　　　　　　　　　m3

 

備 考
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第 11 号様式(第 12 条関係) 

関連工事費決定通知書 

 

第　　　　　号　　 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

 

　　　　　　年　　月　　日付けで届出のありました共同住宅等の建設事業について、次のとおり

通知します。 

 

 

設 置 場 所 尾張旭市

 

用 途

 

敷 地 面 積 　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

 

延 床 面 積 　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

 

戸 数 （ 区 画 数 ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　戸（区画）

 

階数及び最高の高さ 　　　　　　　　階　　　　　　　　ｍ

 

排 水 計 画 人 口 　　　　　　　　　　　　　　　　　人

 
１ 日 当 た り

計 画 最 大 汚 水 量
　　　　　　　　　　　　　　　　　m3

 

関連工事費及び条件
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第 12 号様式(第 14 条関係) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開始 

　　　　　　　　　　　　　　　公共下水道使用　休止　届 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃止 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届出者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり届け出ます。 

 

 
施 設 場 所 尾張旭市

 　　　開始

　　　　年　　　　月　　　　日  使用　休止　年月日

 　　　廃止

 
使 用 水 の 種 類 水道水、井戸水、その他（　　　　　　）

 
排 水 人 員 　　　　　　　　　　　　　　　人

 
検 査 済 証 番 号 　　　　　第　　　　　　　号
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第 13 号様式(第 16 条関係) 

公共下水道排水人員変更届 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届出者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり届け出ます。 

　（添付書類）住民票 

 
施 設 場 所 尾張旭市

 
使用水の種類 井戸水・その他（　　　　）

 
旧 世 帯 人 員 　　　　　　　　　　　　　　　人

 
新 世 帯 人 員 　　　　　　　　　　　　　　　人

 
異 動 年 月 日 　　　年　　月　　日

 
異 動 の 理 由
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第 14 号様式(第 18 条関係) 

排除汚水量申告書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申告者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり申告します。 

 

 
施 設 場 所 尾張旭市

 排水設備等工事

検査済証番号
　　　　　　　　第　　　　　号

 
業 種

 
使用水の用途

 
期 間 　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

 
① 使 用 水 量

水道水 

m3

井戸水 

m3

その他 

m3

計 

m3

 
②排除汚水量

水道水 

m3

井戸水 

m3

その他 

m3

計 

m3

 
③①と②の差

水道水 

m3

井戸水 

m3

その他 

m3

計 

m3

 
③ の 理 由
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第 15 号様式(第 19 条関係) 

制限行為（変更）許可申請書 

 

年　　月　　日　　 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

　　次のとおり申請します。 

 

 
申 請 理 由

 
物 件 の 設 置 場 所 尾張旭市

 

使 用 者

住　　所

 ふりがな 

氏　　名

 
設 置 目 的

 
設 置 期 間 　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

 
物 件 の 構 造

 
設 置 面 積

 
工 事 方 法

 
工 事 期 間 　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

 
復 旧 方 法

 

施 工 業 者

所在地

 
名　称
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第 16 号様式(第 19 条関係) 

制限行為（変更）許可書 

 

第　　　　　号　　 

年　　月　　日　　 

　　　　　　　　　殿 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました制限行為を次のとおり（変更）許可します。 

 
 

 
物 件 の 設 置 場 所 尾張旭市

 

使 用 者

住　　所

 ふりがな 

氏　　名

 
設 置 目 的

 
設 置 期 間 　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

 
物 件 の 構 造

 
設 置 面 積

 
工 事 方 法

 
工 事 期 間 　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

 
復 旧 方 法

 

施 工 業 者

所在地

 
名　称

 

許 可 の 条 件
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第 17 号様式(第 20 条関係) 

公共下水道（敷 地
排水施設

）占用許可申請書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり（新規
継続

）占用を申請します。 

　（添付書類）１　占用場所の位置図（縮尺 10,000 分の１以上）及び土地整理図（縮尺 600 分の

１以上） 

　　　　　　　２　占用物件の構造図（縮尺 100 分の１以上）並びに公共下水道との関係を示す縦

横断図（縮尺 600 分の１以上）及び平面図（縮尺 600 分の１以上） 

　　　　　　　３　占用面積の求積図（縮尺 300 分の１以上） 

　　　　　　　４　工事方法及び復旧方法の設計書又は仕様書（継続申請の場合は、省略すること

ができる。） 

 
占 用 目 的

 
占 用 期 間 　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

 
占 用 場 所 尾張旭市

 
占 用 物 件 の 構 造

 
占 用 面 積

 
工 事 方 法

 
工 事 期 間 　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

 
復 旧 方 法
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第 18 号様式(第 20 条関係) 

公共下水道（敷 地
排水施設

）占用（変更）許可書 

 

第　　　　　号　　 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

 

　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました占用を次のとおり許可します。 

 

 
占 用 目 的

 
占 用 期 間 　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

 
占 用 場 所 尾張旭市

 
占 用 物 件 の 構 造

 
占 用 面 積

 
工 事 方 法

 
工 事 期 間 　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

 
復 旧 方 法

 
占 用 料

 
許 可 の 条 件
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第 19 号様式(第 20 条関係) 

公共下水道（敷 地
排水施設

）占用変更許可申請書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

 

　　次のとおり申請します。 

　（添付書類）許可書の写し及び変更に係る図面 

 
変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

 
占 用 目 的

 
占 用 期 間

 
占 用 場 所

 
占 用 物 件 の 構 造

 
占 用 面 積

 
工 事 方 法

 
工 事 期 間

 
復 旧 方 法

 

変 更 の 理 由
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第 20 号様式(第 20 条関係) 

公共下水道（敷 地
排水施設

）占用廃止届 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

届出者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり届け出ます。 

 

 

許 可 年 月 日 　　　　年　　　月　　　日

 

占 用 目 的

 

占用廃止の年月日 　　　　年　　　月　　　日

 

占 用 場 所

 

占 用 物 件 の 構 造
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第 21 号様式(第 21 条関係) 

（使 用 料
取付管設置工事費
手 数 料

）減免申請書 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　尾張旭市長　　　　　殿 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　 

　　　（電話　　　局　　　　番）　　 

 

　　次のとおり申請します。 

 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
減 免 期 間 　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

 

減免を受けようとす

る理由
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第 22 号様式(第 21 条関係) 

（使 用 料
取付管設置工事費
手 数 料

）減免決定通知書 

 

第　　　　　号　　 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　　 

 

　　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました減免申請について次のとおり通知します。 

 

 
 

 
設 置 場 所 尾張旭市

 
減 免 期 間 　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

 

減 免 す る 額
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○尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則 

平成10年６月29日 

規則第28号 

目次 

第１章　総則（第１条・第２条） 

第２章　指定工事店（第３条―第10条） 

第３章　責任技術者（第11条―第20条） 

第４章　雑則（第21条―第23条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この規則は、尾張旭市下水道条例（昭和59年条例第１号。以下「条例」という。）第８

条第２項の規定に基づき、排水設備工事の指定工事店（以下「指定工事店」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)　排水設備工事　条例第３条第６号に規定する排水設備又は条例第５条に規定する排水施設

の新設、増設、改築、修繕及び撤去の工事をいう。 

(2)　指定工事店　条例第８条第１項の規定による指定を受けている工事業者をいう。 

(3)　責任技術者　愛知県下水道協会（以下「協会」という。）が実施する排水設備工事責任技

術者の資格認定のための試験（以下「試験」という。）に合格し、協会に登録され責任技術

者証の交付を受けた者をいう。 

第２章　指定工事店 

（指定工事店の指定） 

第３条　市長は、次条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるとき

は、指定工事店として指定するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限

りでない。 

(1)　責任技術者を１名以上選任していること。ただし、同一事業者の愛知県内における他の事

業所について兼任することを妨げない。 

(2)　排水設備工事に必要な機械器具を有していること。 

(3)　愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所（以下「事業所」という。）があること。 

(4)　次のいずれにも該当しない者であること。 

ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
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イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら２年を経過しない者 

ウ　第８条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 

エ　責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者又は登録の効

力の一時停止を受けている者 

オ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者 

カ　精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

キ　尾張旭市暴力団排除条例（平成23年条例第14号）第２条第２号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者 

ク　法人であって、その代表者又は役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者があ

るもの 

（指定の申請） 

第４条　指定工事店としての指定を受けようとする者は、指定工事店指定申請書（第１号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1)　誓約書（第２号様式） 

(2)　定款の写し及び登記事項証明書（申請者が個人である場合は、住民票の写し） 

(3)　責任技術者名簿（第３号様式）及び責任技術者証の写し 

(4)　機械器具調書（第４号様式） 

(5)　事業所の付近見取図（第５号様式） 

(6)　事業所の平面図及び写真 

(7)　前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定の有効期間） 

第４条の２　指定工事店の指定の有効期間（以下「指定期間」という。）は、指定工事店の指定

を受けた日から起算して５年経過後最初に到来する３月31日までとする。 

（指定の更新） 

第４条の３　指定工事店は、指定期間満了後も引き続き指定工事店の指定を受けようとするとき

は、市長が定める期間内に、その更新の申請をしなければならない。 

２　前項の更新の申請があった場合において、前条の指定期間の満了の日までにその申請に対す

る決定がされないときは、従前の指定は、指定期間の満了後もその決定がされるまでの間は、

なおその効力を有する。 
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３　前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定期間は、従前の指定期間の満了

の日の翌日から起算するものとする。 

４　第３条、第４条及び次条第１項の規定は、第１項の指定の更新について準用する。 

（指定工事店証の交付等） 

第５条　市長は、指定工事店の指定を行ったときは、指定工事店証（第６号様式）を交付する。 

２　指定工事店は、排水設備工事の事業を廃止し、又は第８条の指定の取消しを受けたときは、

速やかに、指定工事店証を市長に返納しなければならない。 

３　指定工事店は、排水設備工事の事業を休止し、又は第９条の指定の停止を受けたときは、速

やかに、指定工事店証を市長に提出しなければならない。 

４　指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、指定工事店証再交付申請書

（第７号様式）により市長に再交付の申請をしなければならない。 

（指定工事店の義務） 

第６条　指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他の規則及びこの規則を遵守し、誠実に

排水設備工事を施行しなければならない。 

２　指定工事店は、次に掲げる事項に違反してはならない。 

(1)　排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。 

(2)　排水設備工事に着手する前にその計画について、市長の確認を受けること。 

(3)　排水設備工事が完了したときは、市長の検査を受けること。 

(4)　前号の検査の結果、市長から当該排水設備工事の手直しを指示されたときは、指定期間内

にこれを行い、改めて市長の検査を受けること。 

(5)　排水設備工事の設計及び施行は、責任技術者の監督管理の下において行うこと。 

３　指定工事店は、従業員の排水設備工事上の行為について責任を負わなければならない。 

４　指定工事店は、自己の名義をもって、他人に排水設備工事の業務を営ませてはならない。 

５　指定工事店は、暴風雨、地震その他の災害の発生に際し、本市の下水道施設の復旧又は応急

措置を講ずるため、当該復旧又は応急措置の業務に関し市長から要請があったときは、これに

協力しなければならない。 

（変更等の届出） 

第７条　指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に指定工事

店変更届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

(1)　組織形態を変更したとき。 

(2)　代表者又は役員に異動があったとき。 

(3)　商号又は名称（第４条の申請者が個人である場合にあっては、当該申請者の氏名）を変更

したとき。 

(4)　選任している責任技術者に異動があったとき。 
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(5)　事業所を移転したとき。 

(6)　住所又は電話番号に変更があったとき。 

(7)　第３条第４号アからクまでのいずれかに該当するに至ったとき。 

２　前項の変更届には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

(1)　前項第１号に該当する場合　定款の写し及び登記事項証明書 

(2)　前項第２号に該当する場合　誓約書（第２号様式）及び登記事項証明書 

(3)　前項第３号に該当する場合　登記事項証明書（第４条の申請者が個人である場合にあって

は、住民票の写し） 

(4)　前項第４号に該当する場合　責任技術者名簿（第３号様式）及び責任技術者証の写し 

(5)　前項第５号に該当する場合　事業所の付近見取図（第５号様式）並びに事業所の平面図及

び写真 

(6)　前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

３　指定工事店は、排水設備工事の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その日から30

日以内（排水設備工事の事業を再開した場合にあっては、10日以内）に指定工事店（廃止・休

止・再開）届（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

（指定の取消し） 

第８条　市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り

消すことができる。 

(1)　不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。 

(2)　第３条の規定に適合しなくなったとき。 

(3)　第６条の規定に違反したとき。 

(4)　前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(5)　第10条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若

しくは資料の提出をしたとき。 

(6)　排水設備工事上の行為について不正があったとき。 

(7)　その施行する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であ

るとき。 

（指定の停止） 

第９条　市長は、指定工事店が前条各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事店の

情状に参酌すべき特段の事由があると認めるときは、指定の取消しに代えて、６月を超えない

期間を定め、指定の効力の停止をすることができる。 

（報告又は資料の提出） 

第10条　市長は、指定工事店に対し、当該指定工事店が施行した排水設備工事に関し必要な報告
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又は資料の提出を求めることができる。 

第３章　責任技術者 

第11条　削除 

（責任技術者の職務等） 

第12条　責任技術者は、排水設備工事の設計及び施行（排水設備工事の監督管理を含む。）に関

する一切の事項を担当するものとする。 

２　責任技術者は、排水設備工事に係る設備の構造、施行時期、検査日程等について市長と連絡

調整をしなければならない。 

３　責任技術者は、排水設備工事の検査において市長が立会いを求めたときは、正当な理由がな

い限り、これを拒んではならない。 

第13条及び第14条　削除 

（責任技術者証） 

第15条　責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市

職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。 

第16条　削除 

（協会への報告） 

第17条　市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会の会長に対しその事

実を報告するものとする。 

(1)　協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。 

(2)　第12条第２項及び第３項の規定に違反したとき。 

(3)　排水設備工事上の行為について不正があったとき。 

第18条から第20条まで　削除 

第４章　雑則 

（公示） 

第21条　市長は、次の場合には、その旨を公示するものとする。 

(1)　指定工事店の指定をし、又は指定の更新をしたとき。 

(2)　指定工事店から第７条第１項の届出（代表者又は事業所の名称若しくは所在地の変更に係

るものに限る。）を受けたとき。 

(3)　指定工事店から第７条第３項の届出を受けたとき。 

(4)　指定工事店の指定を取り消したとき。 

(5)　指定工事店の指定を停止したとき。 

２　市長は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ、これらの日時、会場

等を公示しなければならない。 

（連絡機関） 
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第22条　市長は、指定工事店が中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく協同組合

（以下「組合」という。）を設立し、市長に届け出たときは、これを本市との連絡機関として

指定することができる。 

２　前項に規定する届出は、尾張旭市下水道排水設備指定工事店組合設立届（第10号様式）に次

に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(1)　定款 

(2)　登記事項証明書 

(3)　組合員及び役員名簿 

（委任規定） 

第23条　この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

１　この規則は、平成10年７月１日から施行する。 

２　尾張旭市排水設備工事指定工事人規則（昭和59年尾張旭市規則第３号。以下「旧規則」とい

う。）は、廃止する。 

３　旧規則第14条の規定に基づき納付された保証金については、速やかに、還付のための手続を

執るものとする。 

４　平成10年７月１日において現に旧規則第６条の規定により指定工事人として認可を受けてい

る者（以下「旧指定工事人」という。）は、この規則の規定によって指定工事店の指定を受け

た者とみなす。 

５　旧指定工事人は、市長が指定する期日内に旧規則第８条に規定する排水設備工事指定工事人

認可証（以下「旧認可証」という。）を市長に返納しなければならない。 

６　市長は、前項の規定により旧認可証の返納がなされたときは、これと引換えに第５条の指定

工事店証を交付する。 

７　前項の規定により第５条の指定工事店証の交付がなされるまでの間は、旧認可証を同条の指

定工事店証とみなす。 

８　平成10年７月１日において現に旧規則第21条第２項に規定する排水設備工事責任技術者登録

証（以下「旧登録証」という。）の交付を受けている者（以下「旧責任技術者」という。）

は、同月１日から平成11年３月31日までの間（以下「経過期間」という。）は、第11条の登録

を受けた責任技術者とみなす。 

９　経過期間においては、第15条第１項の規定は適用せず、旧登録証をもって同条の責任技術者

証とみなす。 

10　次に掲げる者が協会が実施する経過措置講習（以下「経過措置講習」という。）を受講し、

その課程を修了したときは、第13条の被登録資格を有する者とする。 

(1)　旧規則第21条第１項に規定する排水設備工事責任技術者資格証の交付を受けている者又は
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旧責任技術者 

(2)　愛知県下の地方公共団体で、責任技術者又は責任技術者の登録を受ける資格を有する者 

11　前項の規定により第13条の被登録資格を有する者とされたものについては、同条中「試験に

合格した」とあるのは「経過措置講習の課程を修了した」として、同条の規定を適用する。 

12　前項に掲げる者が責任技術者（新規・更新）登録申請書に次に掲げる書類及び写真を添えて

市長に提出したときは、第15条の責任技術者証の交付を受けることができる。 

(1)　住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書 

(2)　第13条第２項第１号及び第２号に該当しない者であることを誓約する書類 

(3)　経過措置講習の修了証の写し 

13　前項の申請書は、被登録資格の有効期間が満了する日までに相当な期間をおいて、提出しな

ければならない。 

14　附則第12項の規定により第15条の責任技術者証の交付を受けた者の登録期間は、第１号に掲

げる日から第２号に掲げる期間の末日までとする。 

(1)　当該責任技術者証の交付を受けた日 

(2)　経過措置講習の課程を修了した日から５年を経過した日の属する年度 

15　第20条の規定は、平成11年３月31日までの間に経過措置講習を受講することができない特別

な事情がある者について準用する。この場合において、同条中「更新講習」とあるのは「経過

措置講習」と、「前条第３項」とあるのは「附則第14項」と読み替えるものとする。 

16　尾張旭市下水道条例施行規則（昭和59年尾張旭市規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

（次のよう略） 

17　尾張旭市生活保護世帯に対する排水設備等改造費補助条例施行規則（昭和60年尾張旭市規則

第20号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

18　尾張旭市行政組織規則（平成９年尾張旭市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附　則（平成11年９月29日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成12年３月31日規則第11号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附　則（平成21年７月27日規則第31号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成23年６月24日規則第24号） 

１　この規則は、平成23年７月１日から施行する。 
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２　この規則の施行の日前に社団法人日本下水道協会愛知県支部（以下「支部」という。）が実

施した排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験に合格した者及び支部が実施した更新

講習を受講し、その課程を修了した者は、この規則による改正後の尾張旭市下水道排水設備指

定工事店規則第13条に規定する被登録資格を有する者とみなす。 

附　則（平成24年３月９日規則第５号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

附　則（令和元年12月２日規則第31号） 

（施行期日） 

１　この規則中第１条の規定は令和元年12月14日から、第２条の規定は令和２年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２　令和２年４月１日において現に第２条の規定による改正前の尾張旭市下水道排水設備指定工

事店規則（以下「改正前規則」という。）第２条第３号の規定により責任技術者として登録さ

れている者（以下「旧責任技術者」という。）又は同日より前に愛知県下の地方公共団体の定

めた条例等により責任技術者として登録を受けた者は、第２条の規定による改正後の尾張旭市

下水道排水設備指定工事店規則（以下「改正後規則」という。）第２条第３号の責任技術者と

みなす。 

３　令和２年４月１日において改正前規則第15条第１項の規定により交付された責任技術者証

（以下「旧責任技術者証」という。）又は同日より前に愛知県下の地方公共団体の定めた条例

等により交付された責任技術者証は、改正後規則第２条第３号の責任技術者証とみなす。 

４　指定工事店としての指定を受けようとする者が、第２項の適用を受ける旧責任技術者を専属

させる場合は、改正後規則第４条第２項第３号の書類に加え、愛知県下水道協会（以下「協

会」という。）が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験の合格証又は登録

更新のための講習の修了証の写しを添付しなければならない。 

５　第２項の適用を受ける旧責任技術者が、改正前規則第15条第１項の旧責任技術者証を汚損

し、又は紛失した場合における再交付については、なお従前の例による。 

６　第２項の適用を受ける旧責任技術者が、改正前規則第16条の規定に該当する場合における変

更の届出については、なお従前の例による。 

７　市長は、前項の届出を受けた場合は、速やかにその旨を協会の会長に報告するものとする。 

附　則（令和５年３月30日規則第21号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和５年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則
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（以下「改正前規則」という。）第４条第１項の規定による申請をしている者に対しては、従

前の例により指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、この規則に

よる改正後の尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則（以下「改正後規則」という。）第３条

の規定による指定を受けた者とみなす。 

３　この規則の施行の際、現に改正前規則第３条の規定による指定を受けている者は、改正後規

則第３条の規定による指定を受けたものとみなす。 

４　この規則の施行の際、改正前規則第５条第１項の規定により交付された指定工事店証は、改

正後規則第５条第１項の指定工事店証とみなす。 

５　この規則の施行の際、現に改正前規則第３条の規定による指定を受けている者の指定期間

は、令和11年３月31日までとする。 

附　則（令和６年12月26日規則第34号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第４条関係） 

 

年　　月　　日　 

 

指定工事店指定申請書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　氏名又は名称 

　　　　住所 

　　　　代表者氏名 

　　　　電話 

　　　　ＦＡＸ 

　　　　電子メール 

 

　尾張旭市下水道条例第８条第１項の規定による指定工事店の指定を受けたいので、

尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則第４条第１項の規定により、次のとおり申請

します。 

 

 役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名

 フリガナ 

氏　　名

フリガナ 

氏　　名
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の範囲
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（裏面） 

 

 
事業所の名称

 

事業所の所在地

〒

 選任する責任技術者の氏名 責任技術者の登録番号
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第２号様式（第４条関係） 

 

誓約書 

 

　申請者、その代表者及び役員は、尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則第３条第

４号アからクまでのいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

 

年　　月　　日　 

 

申請者 

　　　氏名又は名称 

　　　住所 

　　　代表者氏名 

 

　尾張旭市長　殿 
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第３号様式（第４条関係） 

 

責任技術者名簿 

 

申請者（氏名又は名称）　　　　　　　　　　　　　 

 

年　　月　　日現在 

注１　責任技術者は、事業所ごとに１名以上選任している必要があります。 

　２　選任する責任技術者が愛知県内の事業所について兼任している場合は、「兼務

状況」の□の中にレ印を付けてください。 

　　　責任技術者の兼任は、同一事業者内かつ愛知県内の事業所での兼任に限りま

す。別事業者との兼任、あるいは同一事業者内であっても愛知県外の事業所との

兼任は認められません。 

 フリガナ
住所 登録番号 兼務状況  責任技術者の氏名

 　 〒
□  

 　 〒

□  

 　 〒

□  

 　 〒

□  

 　 〒

□  

 　 〒

□  

 　 〒

□  
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第４号様式（第４条関係） 

 

機械器具調書 

 

申請者（氏名又は名称）　　　　　　　　　　　　　 

 

年　　月　　日現在 

注　種別の欄には、「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用

の機械器具」、「測量用の機械器具」、「掘削用の機械器具」の別を記入してくださ

い。 

 種別 名称 型式、性能 数量 備考
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第５号様式（第４条関係） 

 

年　　月　　日　 

 

申請者（氏名又は名称）　　　　　　　　　　　　　 

 

 
事業所の付近見取図

 線　　　　駅下車　　バス・徒歩　　　分　
 

注　最寄りの駅から主な目標を入れて分かりやすく記入してください。
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第６号様式（第５条関係） 

 
指定番号　第　　号　 

 

指定工事店証 

 

　　指定工事店 

 

 

　上記の者を尾張旭市下水道排水設備指定工事店として指定します。 

 

 

　指定期間　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで 

 

 

　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　印　 
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第７号様式（第５条関係） 

 

年　　月　　日　 

 

指定工事店証再交付申請書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　氏名又は名称 

　　　　住所 

　　　　代表者氏名 

 

　指定工事店証の再交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 

１　指定番号　　第　　　　　　　　号 

 

 

２　申請の理由 
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第８号様式（第７条関係） 

 

年　　月　　日　 

 

指定工事店変更届 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則第７条第１項の規定により、次のとおり変

更の届出をします。 

 フ リ ガ ナ
 氏 名 又 は 名 称
 

住 所
 

 フ リ ガ ナ
 代 表 者 の 氏 名
 変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日
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第９号様式（第７条関係） 

 

年　　月　　日　 

 

指定工事店（廃止・休止・再開）届 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　尾張旭市下水道排水設備指定工事店規則第７条第３項の規定により、指定工事店の

廃止・休止・再開の届出をします。 

 

 

 フ リ ガ ナ
 氏 名 又 は 名 称
 

住 所
 

 フ リ ガ ナ
 代 表 者 の 氏 名
 廃止・休止・再

開の年月日

 

 

廃止・休止・再

開の理由
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○尾張旭市生活保護世帯に対する排水設備等改造費補助条例 

昭和60年９月30日 

条例第20号 

（趣旨） 

第１条　この条例は、公共下水道の処理区域内において、生活保護受給者が排水設備を設置（家

屋の新築の場合は除く。以下同じ。）し、若しくはし尿浄化槽を撤去し、又はくみ取り便所を

水洗便所に改造する工事に要する費用（以下「排水設備等改造費」という。）を補助するため

に必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)　生活保護受給者　生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項に定める扶助を受け

ている者をいう。 

(2)　排水設備　下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」という。）第10条第１項に規定す

る排水設備（屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含

み、し尿浄化槽を除く。）をいう。 

(3)　処理区域　法第２条第８号に規定する処理区域をいう。 

（補助対象者） 

第３条　排水設備等改造費の補助対象者は、処理区域内に建築物を所有し、かつ、居住している

生活保護受給者で、下水の処理開始の日から３年以内に排水設備を設置し、若しくはし尿浄化

槽を撤去し、又はくみ取り便所を水洗便所に改造しようとするものとする。 

（補助額） 

第４条　排水設備等改造費の補助額は、工事１件につき240,000円以内とする。 

（補助の申請） 

第５条　排水設備等改造費の補助を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して、市長

に申請しなければならない。 

（補助の承認の可否） 

第６条　市長は、前条の申請があつた場合は、補助の承認の可否及び補助額を決定し、申請者に

通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条　補助金は、尾張旭市下水道条例（昭和59年尾張旭市条例第１号）第７条に規定する検査

済証を交付した後に交付するものとする。 

（補助の決定の取消等） 

第８条　市長は、補助の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助の決定を
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取り消し、又は前条により交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。 

(1)　虚偽、その他不正な手段により補助を受けたとき。 

(2)　その他、市長が必要と認めたとき。 

（委任） 

第９条　この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成５年３月31日条例第９号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附　則（平成６年３月30日条例第11号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 
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○尾張旭市生活保護世帯に対する排水設備等改造費補助条例施行規則 

昭和60年９月30日 

規則第20号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、尾張旭市生活保護世帯に対する排水設備等改造費補助条例（昭和60年尾張

旭市条例第20号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（補助の申請） 

第２条　条例第５条に規定する申請は、排水設備等改造費補助申請書（第１号様式）により行う

ものとし、尾張旭市下水道条例（昭和59年尾張旭市条例第１号）第６条の申請書に併せて提出

しなければならない。 

（補助の決定通知） 

第３条　条例第６条の規定による通知は、排水設備等改造費補助裁定通知書（第２号様式）によ

るものとする。 

（補助の決定取消し） 

第４条　市長は、条例第８条の規定により補助の決定を取り消した場合は、排水設備等改造費補

助決定取消通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

（委任） 

第５条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成10年６月29日規則第28号抄） 

１　この規則は、平成10年７月１日から施行する。 

附　則（平成11年９月29日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成29年３月30日規則第３号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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第 1 号様式(第 2 条関係) 

 

 

排水設備等改造費補助申請書 

年　　月　　日　 

　　尾張旭市長　　　　　殿 

申請者　住　所　　　　　　　　　　 

　　　　氏　名　　　　　　　　　　 

　　　　（電話　　局　　　　番）　 

　　次のとおり申請します。

 
補 助 申 請 金 額 金　　　　　　　　　　円

 
補 助 金 の 使 途 □排水設備　□便所改造　□浄化槽撤去

 
工 事 場 所 尾張旭市

 
工 事 費 見 積 額 金　　　　　　　　　　円

 
工 事 期 間 　　年　月　日から　　年　月　日まで

 
指 定 工 事 店 名

 

建 築 物 所 有 者

住 所

 
氏 名

 

　注　該当する□にレを記入してください。 

証　　　　　明　　　　　書 

　上記の申請者は、　　　　年　　月　　日より生活保護法（昭和 25 年法律第

144 号）第 11 条第１項に定める生活保護を受けている者であることを証明する。 

　　　　　　年　　月　　日 

尾張旭市福祉事務所長　　　印　
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第 2 号様式(第 3 条関係) 

 

 

排水設備等改造費補助裁定通知書 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　印　 

 

　　　　年　　月　　日付けで申請のありました排水設備等改造費補助は、次の

とおり決定しましたので通知します。

 
裁　　定　　区　　分 □承認する　　□承認しない

 
補 助 決 定 番 号 第　　　　　　　　　号

 
補　　助　　金　　額 金　　　　　　　　　円

 
補 助 金 の 使 途 □排水設備　　□便所改造　　口浄化槽撤去

 
工　　事　　場　　所 尾張旭市

 
工事完了予定年月日

 

補助金に対する条件
　　　　　　　　　　
又は承認しない理由
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第 3 号様式(第 4 条関係) 

 
 

 

 

排水設備等改造費補助決定取消通知書 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　殿 

 

尾張旭市長　　　　　　　　印　 

 

　　　　年　　月　　日付で承認決定しました排水設備等改造費補助は、次の理

由により取り消しましたので通知します。

 

取 消 理 由

 
補 助 返 還 額 金　　　　　　　　円

 
返 還 期 限 　　　　　　　　　年　　月　　日
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○尾張旭市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止するために要する

資金（以下「改造資金」という。）の融資のあっせん及び融資を行う金融機関（以下「取扱金

融機関」という。）への利子補給について必要な事項を定めるものとする。 

（融資のあっせん対象工事） 

第２条　改造資金の融資のあっせんは、下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」という。）

第２条第８号に規定する処理区域内（以下「区域内」という。）で、次の各号のいずれかに掲

げる工事（以下「改造工事」という。）を対象とする。 

(1)　くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具の設置工事並びにこれに伴う排

水設備工事（法第10条第１項に規定する排水設備の工事。以下同じ。） 

(2)　し尿浄化槽の廃止工事及びこれに伴う排水設備工事 

(3)　市長が特に必要があると認める特別な改造工事。ただし、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転

用補助金を受ける改造工事は除く。 

（融資のあっせん対象者） 

第３条　改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又は占有

者（当該改造工事について所有者の承認を得た場合に限る。）とし、次に掲げる要件を備えて

いるものでなければならない。 

(1)　市税及び取付管設置工事費負担金を完納していること。 

(2)　自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。 

(3)　融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。 

(4)　県内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する連帯保証人を有すること。 

（融資のあっせん額） 

第４条　改造資金の融資あっせん額は、改造工事に要した費用の額以内とする。 

２　前項の規定にかかわらず、改造工事に要した費用の額が次の各号に掲げる改造工事の区分に

応じ、当該各号に掲げる額を超える場合における融資のあっせん額は、当該各号に掲げる額を

限度とする。 

(1)　第２条第１号に定める工事　１件につき80万円 

(2)　第２条第２号に定める工事　１件につき50万円。ただし、水洗便所が一組（大便器一個、

小便器一個又は大小兼用便器一個）増すごとに６万円を加算した額とし、その額は80万円を

限度とする。 

(3)　第２条第３号に定める工事　１件につき50万円 

（融資の条件） 

第５条　市長が改造資金の融資のあっせんをする条件は、次のとおりとする。 
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(1)　融資金には、利子を付さない。 

(2)　融資金の償還は、融資を受けた月の翌月から40月以内の元金均等の方法による償還とす

る。ただし、償還期日前においても繰上償還をすることができる。 

（利子補給） 

第６条　市長は、改造資金を融資した取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給す

る。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子相当額（災害その他市長が特に必要があると

認めた場合の利子相当額を除く。）は、補給しない。 

２　前項の利子補給の方法及び利率については、市長と取扱金融機関において協議して定める。 

（融資のあっせんの申込み） 

第７条　改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申込

書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２　前項の申込みは、尾張旭市下水道条例（昭和59年尾張旭市条例第１号。以下「条例」とい

う。）第６条による排水設備等計画の確認申請と併せて提出しなければならない。 

３　第１項の申込みの内容に変更があったときは、水洗便所改造資金融資あっせん申込変更届

（第２号様式）を市長に提出しなければならない。なお、申込みを取り下げる場合について

は、水洗便所改造資金融資あっせん申込取下届（第３号様式）によるものとする。 

（融資あっせんの調査） 

第８条　市長は、前条第１項の申込みを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものに

ついては、取扱金融機関へ水洗便所改造資金融資確認依頼書（第４号様式）を送付するものと

する。 

２　取扱金融機関は、前項の調査依頼があったときは、速やかに必要な調査をし、その結果を水

洗便所改造資金融資確認書（第５号様式）により市長に報告するものとする。 

（融資のあっせんの決定等） 

第９条　市長は、前条の審査のうえ融資あっせんの可否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせ

ん決定通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

２　市長は、前項のあっせん額と清算額に差が生じたときは、あっせん額を変更することができ

る。 

（工事の完成等） 

第10条　前条の規定による決定通知を受けた者は、改造資金の融資あっせんの決定の日から起算

して３月以内に工事を完成し、水洗便所改造工事完了届（第７号様式）を提出しなければなら

ない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。 

第11条　市長は、前条の工事が完成し、条例第７条の規定による工事完了検査が終了したとき

は、融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書（第８号様式）に

より申込者に通知をするとともに、水洗便所改造資金融資依頼書（第９号様式）により取扱金
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融機関に対し融資の依頼をするものとする。 

第12条　取扱金融機関は、前条の依頼により融資したときは，水洗便所改造資金融資報告書（第

10号様式）を市長に提出するものとする。 

２　取扱金融機関は、第５条第２号の繰上償還があったときは、水洗便所改造資金融資繰上償還

報告書（第11号様式）を市長に提出するものとする。 

（融資のあっせんの取消し等） 

第13条　市長は、融資のあっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部又は一部をその者に負担させることがで

きる。 

(1)　偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。 

(2)　正当な理由がなく償還金を期日までに償還しないとき。 

(3)　前２号に掲げる場合のほか、市長が特に取り消す必要があると認めるとき。 

（融資の別枠扱い） 

第14条　取扱金融機関は、この制度に係る融資を別枠扱いするものとし、見返り、両建預金等を

要求してはならない。 

（指示調査及び報告） 

第15条　市長は、この制度の適正な運用を図るため必要があるときは、取扱金融機関に対して、

指示、調査を行い、又は報告を徴することができる。 

（委任） 

第16条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

附　則 

この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

附　則　 

この要綱は、平成13年４月２日から施行する。 

附　則　 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、平成31年４月25日から施行する。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申

請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用す
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ることができる。 
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第１号様式（第７条関係） 

 

水洗便所改造資金融資あっせん申込書 

 

　　年　　月　　日　 

 

尾　張　旭　市　長　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　申込者　住所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 

 

次のとおり申し込みます。 

 

 
申 込 金 額

 
希 望 償 還 期 間

 
希望取扱金融機関

 
工 事 の 種 類

 
連 帯 保 証 人 

予 定 者

住所

 
氏名 電話

 
設 置 場 所

 
工 事 予 定 期 間

 
工 事 費 見 積 額

 

指 定 工 事 店
住所

 
氏名
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第２号様式（第７条関係） 

 

水洗便所改造資金融資あっせん申込変更届 

 

　　年　　月　　日　 

 

尾　張　旭　市　長　殿 

 

申込者　住所　　　　　　　　　　　　　　　 

氏名　　　　　　　　　　　 

 

次のとおり届け出します。 

 

 
決 定 番 号

 

変 更 理 由

 

内 容

変更前

 

変更後
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第３号様式（第７条関係） 

 

水洗便所改造資金融資あっせん申込取下届 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　 

 

　尾　張　旭　市　長　殿 

 

申　請　者　住所　　　　　　　　　　　　　　　 

氏名　　　　　　　　　　　　　　 

 

次のとおり取下げします。 

 

 
決 定 番 号

 

取 下 げ 理 由
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第４号様式（第８条関係） 

 

水洗便所改造資金融資確認依頼書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　 

 

　取扱金融機関 

　　　　　　　　　　　　　　　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市長　　　　　　　　　　　　印 

 

　次のとおり依頼します。 

 

 

申 込 者

住 所

 

氏 名

 

申 込 日
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第５号様式（第８条関係） 

 

水洗便所改造資金融資確認書 

 

　　年　　月　　日　 

 

　尾　張　旭　市　長　殿 

 

金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　次のとおり確認します。 

 

 

融 資 予 定 額 　　　　　　　　　　　　　　　

 

償 還 予 定 期 間

 

融 資 先

住所

 

氏名
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第６号様式（第９条関係） 

 

水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書 

 

第　　　　号　 

　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　　　　印 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申込みのありました水洗便所改造資金融資あっせん

について次のとおり決定します。 

 

 

決 定 区 分

 

あっせん予定額 　　　　　　　　　

 

償 還 期 間

 

取扱金融機関名

 

融 資 時 期

 

あ っ せ ん 条 件
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第７号様式（第１０条関係） 

 

水洗便所改造工事完了届 

 

　　　　年　　　　月　　　　日　 

 

　尾 張 旭 市 長　　殿 

 

　申 請 者　住所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　 

 

　次のとおり届け出ます。 

 

 

決 定 番 号 　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　

 

完 了 年 月 日 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

 

工 事 費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 

設 置 場 所 　尾張旭市
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第８号様式（第１１条関係） 

 

水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書 

 

　　　　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　　　　印 

 

　　　　　年　　月　　日付けで決定した水洗便所改造資金融資あっせんについて、

次のとおりあっせん額を決定します。 

 

 

決 定 番 号

 

あ っ せ ん 額 　　　　　　　　　

 

償 還 期 間

 

取 扱 金 融 機 関 名

 

設 置 場 所

 

申 込 者

住 所

 

氏 名
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第９号様式（第１１条関係） 

 

水洗便所改造資金融資依頼書 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　 

 

　取扱金融機関 

　　　　　　　　　　　　　　　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市長　　　　　　　　　　　　印　 

 

　次のとおり依頼します。 

 

 
決 定 番 号

 

申 込 者

住 所

 

氏 名

 

あ っ せ ん 額

 

償 還 期 間
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第１０号様式（第１２条関係） 

 

水洗便所改造資金融資報告書 

 

　　年　　月　　日　 

 

　尾　張　旭　市　長　殿 

 

金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　次のとおり報告します。 

 

 

決 定 番 号

 

融 資 額 　　　　　　　　　　　　　　　

 

融 資 先

住 所

 

氏 名

 

償 還 期 間

 

融 資 年 月 日

 

償 還 月
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第１１号様式（第１２条関係） 

 

水洗便所改造資金融資繰上償還報告書 

 

　　年　　月　　日　 

 

尾　張　旭　市　長　殿 

　 

金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　次のとおり報告します。 

 

 

 

決 定 番 号

 

融 資 額

 

融 資 先

住 所

 

氏 名

 

融 資 年 月 日

 

償 還 月

 

繰 上 償 還 日

 

繰 上 償 還 額
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○尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則（平成９年規則第15号）に定めるもののほか、

市が交付する尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金（以下「補助金」という。）の交付に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付目的） 

第２条　公共下水道接続時に不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用する者に対して、その改造

工事に要する費用の一部を市が補助することにより、雨水の流出抑制を図り、一時的な河川及

び下水道施設への負担を軽減するとともに、雨水及び資源の有効利用を促進することを目的と

する。 

（用語の定義） 

第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1)　浄化槽　浄化槽法（昭和58年法律第43号）第２条第１号に規定する浄化槽で、同法第５条

第１項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１

項の規定による確認を受けたものをいう。 

(2)　排水設備　下水道法（昭和33年法律第79号）第10条第１項に規定する排水設備で尾張旭市

下水道条例（昭和59年条例第１号）の定めるところにより設置するものをいう。 

(3)　雨水貯留施設　敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽及び雨水貯留槽に関連する排水

設備で、貯留した雨水を散水等として利用するための施設をいう。 

(4)　改造工事　浄化槽を雨水貯留施設に転用するために行う、浄化槽内部の不要部品の撤去及

び仕切り板の穴開け工事、雨水集水配管及び雨水管の取付け工事、ポンプ本体費用及びポン

プの設置に係る工事のことをいう。 

（補助事業者） 

第４条　補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、下水道法第９条第２項の規定

により下水の処理の開始を告示した区域内において自らの負担により改造工事を行う者とす

る。 

２　前項の規定にかかわらず、尾張旭市市税条例（昭和34年条例第４号）に定める市民税、固定

資産税及び都市計画税並びに尾張旭市下水道条例に定める取付管設置工事費を滞納している者

は、補助事業者となることができない。 

（補助対象経費） 

第５条　この補助金の補助対象経費は、１世帯につき１基の改造工事に要した経費とする。 

（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額（その額が100,000円を超える場合
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は100,000円）を上限とする。 

２　前項の補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額とする。 

（交付の申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、改造工事に着手する

前に、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

(1)　尾張旭市下水道条例施行規則（昭和59年規則第２号）第６条に規定する排水設備等工事計

画確認申請書 

(2)　改造工事の図面（配管工事等の平面図及び浄化槽本体に改造がある場合は断面図） 

(3)　改造工事見積書の写し 

(4)　改造工事場所の案内図 

(5)　使用するポンプの説明に係る資料 

(6)　誓約書（第２号様式） 

(7)　その他市長が必要と認める書類 

（交付決定及び通知） 

第８条　市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の

可否を尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付（不交付）決定通知書（第３号様式）によ

り申請者に通知するものとする。 

（計画変更等） 

第９条　補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、当該改造工事の内容を変更

（中止しようとする場合を含む。ただし、補助金交付決定額に変更がない程度の軽微な変更を

除く。）する場合は、直ちに、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金計画（変更・中止）承

認申請書（第４号様式）に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。 

２　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更（中止を含む。）

を承認する場合は、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金（変更・中止）決定通知書（第５

号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（完了報告） 

第10条　補助事業者は、改造工事が完了したときは、その工事の完了した日から14日以内に尾張

旭市浄化槽雨水貯留施設改造工事完了報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(1)　改造工事完了後の配置図及び配管図 

(2)　改造工事写真 

(3)　改造工事に係る請求書及び領収書の写し 

(4)　その他市長が必要と認める書類 
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（補助金の額の決定） 

第11条　市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当

と認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交

付額確定通知書（第７号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

２　補助事業者は、補助金の額の決定を受けた後、速やかに尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補

助金請求書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補助金交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第12条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、尾張旭市浄化槽雨水貯留

施設転用補助金交付決定取消通知書（第９号様式）により補助事業者に通知し、補助金の交付

の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還

させるものとする。 

(1)　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)　補助金を他の用途に使用したとき。 

(3)　その他この要綱に違反したとき。 

（現地調査） 

第13条　市長は、補助金にかかる予算の執行の適正を期すため、必要に応じて改造工事の施行状

況を現地において調査することができる。 

（維持管理等） 

第14条　浄化槽を雨水貯留施設へ改造した者は、雨水貯留施設の適切な維持管理に努めることと

し、改造工事完了後雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり等又は雨水貯留施設の異常か

らその他のものに事故、問題等が生じても、市はその責めを負わない。 

（委任） 

第15条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附　則 

１　この要綱は、令和２年５月11日から施行する。 

２　この要綱は、令和８年３月31日までの間に見直しを行うものとする。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申

請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用す

ることができる。 

附　則 
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この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱等は、令和５年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第７条関係） 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　　　　住所　　　　　　　　　　　　 

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　 

　　　　電話　　　　　　　　　　　　 

 

　浄化槽雨水貯留施設転用補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

※　補助金の額は、改造工事に要した経費の２分の１以内とし、１０万円が限度で

す。なお、算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

 
改 造 工 事 場 所 尾張旭市

 
補助金交付申請額 円　　　　　

 
改 造 工 事 見 積 額 円　　　　　

 

浄化槽の種別及び規

模

□　単独処理浄化槽 

□　合併処理浄化槽
集水予定面積 ㎡

 　　　　　　人槽 

（　　　年に設置）
集水予定縦樋 個所

 
指 定 工 事 店

 
改 造 工 事 期 間

年　　　月　　　日から 

年　　　月　　　日まで

 

添 付 書 類

□　排水設備等工事計画確認申請書 

□　改造工事の図面 

□　改造工事見積書の写し 

□　改造工事場所の案内図 

□　使用するポンプの説明に係る資料 

□　誓約書 

□　その他市長が必要と認める書類
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第２号様式（第７条関係） 

年　　月　　日　 

 

誓 約 書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　　　　住所　　　　　　　　　　　　 

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　 

 

　尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金の交付申請に当たり、転用する浄化槽には現在異常がな

いことを確認し、改造工事完了後は雨水貯留施設の適正な維持管理、事故防止及び安全対策に努め

ることを誓います。 

万が一、改造工事完了後雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり等又は雨水貯留施設の異常

からその他のものに事故、問題等が生じても、尾張旭市にその損害賠償を請求いたしません。 
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第３号様式（第８条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付（不交付）決定通知書 

 

　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　印　 

 

　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあった浄化槽雨水貯留施設転用補助金については次の

とおり決定しましたので通知します。 

 

 

申 請 者

住 所

 
氏 名

 
補 助 金 交 付 の 可 否 可　・　否

 
否 の 場 合 却 下 理 由

 
補助 金交 付決 定番 号

 
補 助 金 交 付 決 定 額 円　　　　　

 
改 造 工 事 場 所 尾張旭市

 
改 造 工 事 期 間

年　　　月　　　日から 

年　　　月　　　日まで

 
指 定 工 事 店 名

 

補助 金の 交付 の条 件

１　補助金は、浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事以

外の用途には使用してはならない。 

２　工事の内容を変更（中止）しようとする場合は尾張旭市浄化槽

雨水貯留施設転用補助金計画変更（中止）承認申請書を提出する

こと。 

３　改造工事が完了したときは、その工事の完了した日から１４日

以内に尾張旭市浄化槽雨水貯留施設改造工事完了報告書を提出

し、改造工事の確認を受けること。
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第４号様式（第９条関係） 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金計画（変更・中止）承認申請書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　　　　住所　　　　　　　　　　　　 

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　 

　　　　電話　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　年　　月　　日付けで交付決定通知のあった浄化槽雨水貯留施設転用補助金について、次

のとおり（変更・中止）したいので、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱第９条第１

項の規定により申請します。 

 

 

補助金交付決定番号

 区 分 変更前 変更後

 

補 助 金 交 付 申 請 額

 

工 事 見 積 額

 

工 事 場 所

 

工 事 期 間

 

指 定 工 事 店 名 等
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第５号様式（第９条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金（変更･中止）決定通知書 

 

　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　印　 

 

　　　　年　　月　　日付けで計画（変更･中止）申請のあった浄化槽雨水貯留施設転用補助金に

ついては次のとおり変更（中止）の承認をしましたので通知します。 

 

 

申 請 者

住 所

 
氏 名

 
補 助 金 交 付 決 定 番 号

 
変 更 後 の 補 助 金 交 付 決 定 額 円　　　　　

 
変 更 後 の 改 造 工 事 場 所 尾張旭市

 
変 更 後 の 改 造 工 事 期 間

年　　　月　　　日から 

年　　　月　　　日まで

 
変 更 後 の 指 定 工 事 店 名

 

補 助 金 の 交 付 の 条 件

１　補助金は、浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改

造工事以外の用途には使用してはならない。 

２　改造工事が完了したときは、その工事の完了した日か

ら１４日以内に尾張旭市浄化槽雨水貯留施設改造工事完

了報告書を提出し、改造工事の確認を受けること。
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第６号様式（第１０条関係） 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設改造工事完了報告書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　　　　住所　　　　　　　　　　　　 

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　 

　　　　電話　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　年　　月　　日付けで交付決定通知のあった浄化槽雨水貯留施設転用補助金に係る改造

工事について、工事が完了しましたので報告します。 

 

 
補 助 金 交 付 決 定 番 号

 
改 造 工 事 完 了 年 月 日

 
工 事 場 所 尾張旭市

 
補 助 金 交 付 申 請 額 円　　　　　

 
工 事 金 額 円　　　　　

 
指 定 工 事 店 名

 

添 付 書 類

□ 改造工事完了後の配置図及び配管図 

□ 改造工事写真 

□ 改造工事に係る請求書及び領収書の写し 

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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第７号様式（第１１条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付額確定通知書 

 

　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　印　 

 

　　　　年　　月　　日付けで交付決定通知した浄化槽雨水貯留施設転用補助金については、次の

とおり補助金の額が確定しましたので通知します。 

 

 
補助金交付決定番号

 

申請者

住 所

 
氏 名

 
補 助 金 額 円　　　　　

 
工 事 場 所 尾張旭市

 
指 定 工 事 店 名

 

備 考
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第８号様式（第１１条関係） 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金請求書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

　　　　住所　　　　　　　　　　　　 

申請者　氏名　　　　　　　　　　　　 

　　　　電話　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　年　　月　　日付けで交付額確定通知のあった浄化槽雨水貯留施設転用補助金について、

次のとおり請求します。 

１　補助金請求額　　　　　　　金　　　　　　　　円 

 

２　補助金交付決定番号　　　　　　　　　　　　　　 

 

３　補助金振込先 

４　添付書類　　□領収書の写し（工事完了報告書に添付した場合は不要） 

 金 融 機 関

 
　銀　　行 

　信用金庫　　　　　　　　　　　店 

農　　協

 
預金種目 口 座 番 号 口 座 名 義

 
１　普通 

２　当座 

３　その他

フリガナ
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第９号様式（第１２条関係） 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付決定取消通知書 

 

　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　印　 

 

　次のとおり尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付決定を取り消しましたので通知します。 

 

 

 

 

補助金交付決定

を 受 け た 者

住 所

 
氏 名

 
補 助 金 交 付 決 定 番 号

 
交 付 決 定 年 月 日

 

取 消 理 由
 

 

 備 考
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○尾張旭市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則 

平成27年３月27日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、下水道法（昭和33年法律第79号）第16条の規定に基づき、公共下水道管理

者以外の者が自己の負担により下水道施設を公道等に設置する場合について、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)　公道等　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条に規定する道路をいう。 

(2)　申請者　自己の負担により下水道施設を公道等に設置しようとする公共下水道管理者以外

の者をいう。 

(3)　下水道施設　申請者が公道等に設置しようとする下水道マンホール、下水道管及び取付管

をいう。 

（下水道施設の構造） 

第３条　申請者は、設置しようとする下水道施設の構造について市長と協議しなければならな

い。 

（設置条件） 

第４条　下水道施設工事の施行に必要な条件は、次のとおりとする。 

(1)　公共下水道処理区域内又は市長との協議により下水道処理が可能な区域であること。 

(2)　設置する下水道施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。 

(3)　設置する下水道施設は、維持管理上支障のない場所に設置すること。 

(4)　計画汚水排出量が下水道施設の処理能力を上回る場合は、市長と協議の上、申請者の負担

により処理可能な地点まで下水道施設の改修をすること。 

(5)　公共下水道供用開始区域内において取付管を設置する場合は、市長が別に定める自己負担

額の基準について承諾していること。 

(6)　設置する下水道施設が私道にある場合は、私道の所有者全員が無償で土地の使用並びに下

水道施設の設置及び使用を承諾していること。 

(7)　設置した下水道施設を工事完了後、市へ無償で譲渡すること。 

（設置申請） 

第５条　下水道施設設置工事の承認を受けようとするときは、下水道施設設置工事承認申請書を

市長に提出しなければならない。 

２　前項の承認を受けた者が、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、下水道施設設

置工事変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。 
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（承認の通知） 

第６条　市長は、前条の申請があったときは必要な調査を行い、適当と認める場合は、下水道施

設設置工事承認（変更承認）申請書に承認した旨を記載し、申請者に通知するものとする。 

（工事の着手） 

第７条　前条の承認を受けた申請者が、その承認に係る工事に着手しようとするときは、あらか

じめ工事着手届を市長に提出しなければならない。 

（工事の完了） 

第８条　申請者は、第６条の承認に係る工事が完了したときは、直ちに工事完了届に次に掲げる

書類を添えて市長に提出するとともに、完了検査を受けなければならない。 

(1)　出来形図面（位置図、平面図、縦断図及び取付管施工図） 

(2)　工事写真（着手前、施工中及び完了時のもの） 

(3)　その他市長が必要と認める書類 

２　市長は、前項の完了検査を行い合格したときは、検査済証を申請者に交付するものとする。 

（完成後の措置） 

第９条　申請者は、前条の完了検査に合格した下水道施設について、下水道施設無償譲渡申請書

により市長に譲渡するものとする。 

２　設置した下水道施設が私道にある場合は、私道の所有者全員が土地利用承諾書を市長に提出

しなければならない。 

３　市長は、第１項の規定による譲渡を受けた場合には、下水道施設無償譲渡引受書により、申

請者に通知するものとする。 

４　第１項の規定により譲渡を受けた下水道施設について、瑕疵が認められた場合、譲渡を受け
か し

た日から１年間は、申請者が担保責任を負わなければならない。 

（委任） 

第10条　この規則に定めるもののほか、文書の様式その他必要な事項は、市長が定める。 

附　則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
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○尾張旭市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則取扱基準 

（趣旨） 

第１条　この基準は、尾張旭市公共下水道事業に係る下水道施設設置工事の承認に関する規則

（平成27年規則第４号。以下「規則」という。）第10条の規定に基づき、規則に定める文書の

様式その他必要な事項を定めるものとする。 

（構造） 

第２条　規則第３条の下水道施設の構造は、市長が実施する下水道工事に準じるものでなければ

ならない。 

（自己負担額の基準） 

第３条　規則第４条第５号に規定する市長が定める自己負担額の基準は、別記のとおりとする。 

（自己負担額の上限） 

第４条　申請者の自己負担額は、前条の市長が定める自己負担額の基準を上限とする。ただし、

申請者の自己負担額がこの額を超えることを承諾している場合は承認することとする。 

（設置申請） 

第５条　規則第５条に規定する下水道施設設置工事承認申請書を提出するときは、次の書類を添

付することとする。 

(1)　位置図（１／2,500以上） 

(2)　平面図（１／500） 

(3)　縦断図 

(4)　横断図 

(5)　構造図 

(6)　道路復旧図 

(7)　公図（１／500） 

(8)　取付管を設置する場合は、取付管設置位置申請書（下水道条例施行規則第11条関係（第７

号様式））を提出すること。 

(9)　その他市長が必要と認める書類 

２　前項の申請書類は、２部提出しなければならない。 

３　道路占用許可が必要な場合は、前２項に定めるもののほか道路占用許可申請に必要な図書を

３部提出しなければならない。 

（必要な調査） 

第６条　規則第６条に規定する必要な調査とは、次に示す項目を調査することをいう。 

(1)　使用材料 

(2)　配管計画 

(3)　施工内容 
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(4)　工事業者 

(5)　工事期間 

(6)　その他市長が必要とする調査 

（工事業者） 

第７条　前条第４号に規定する工事業者は、次の各号の要件を満たす業者とする。 

(1)　下水道マンホール及び下水道管を設置する場合は、過去10年以内に地方公共団体が発注す

る同種工事の実績がある業者であること。 

(2)　取付管を設置する場合は、過去10年以内に同種工事の実績がある業者であること。 

（文書の様式） 

第８条　文書の様式は、次のとおりとする。 

附　則 

この基準は、平成27年４月１日から施行する。 

附　則 

この基準は、平成30年４月１日から施行する。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申

請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用す

ることができる。 

別記　自己負担額の基準 

規則第４条第５号に規定する自己負担額の基準は、毎年度当初に以下の条件の汚水本管に接続

する取付管設置工事費を算出して定めることとする。 

１　汚水本管埋設道路 

 
様式番号 名称 規則関係条項

 
第1号様式 下水道施設設置工事承認申請書 第5条第1項

 
第2号様式 下水道施設設置工事変更承認申請書 第5条第2項

 
第3号様式 工事着手届 第7条

 
第4号様式 工事完了届 第8条第1項

 
第5号様式 検査済証 第8条第2項

 
第6号様式 下水道施設無償譲渡申請書 第9条第1項

 
第7号様式 土地利用承諾書 第9条第2項

 
第8号様式 下水道施設無償譲渡引受書 第9条第3項
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(1)　舗装厚５センチメートル 

(2)　幅員６メートル 

２　汚水本管埋設位置 

(1)　出幅4.5メートル 

(2)　土被り1.4メートル 
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第１号様式 

　　　年　　月　　日　 

下水道施設設置工事承認申請書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　下記のとおり、下水道施設設置工事を申請します。 

※ ４工事金額（自己負担額）は、取付管設置工事の場合のみ記載するこ

と。  
 

添付書類（取扱基準　第５条に定める書類）  

 
１ 工 事 の 場 所

 
２ 工事の目的・概要

 
３ 工事の物件・数量

 
４

工 事 金 額 

（ 自 己 負 担 額 ）

 

５ 工 事 施 工 業 者

工事業者名 

住 所 

連 絡 先

 
６ 工 事 の 期 間

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで 

　　　　　　　　許可日から

 
７ 特 記 事 項

 
下　第　　　　　号　 

 

　上記のとおり承認します。ただし、別添条件を厳守のこと。 

 

　　　　　　年　　月　　日 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　　　　　
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第２号様式 

　　年　　月　　日　 

下水道施設設置工事変更承認申請書 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　下記のとおり、下水道施設設置工事の変更を申請します。 

※ ５工事金額（自己負担額）は、取付管設置工事の場合のみ記載するこ

と。  
 

添付書類(変更となった書類)  

 
区 分 変 更 前 変 更 後

 
１

承 認 年 月 日

及 び 番 号

　　　　年　　月　　日 

　　　　　第　　　　号

 
２ 工 事 の 場 所

 
３ 工 事 の 目 的 ・ 概 要

 
４ 工 事 の 物 件 ・ 数 量

 
５

工 事 金 額 

（ 自 己 負 担 額 ）

 
６ 工 事 の 実 施 方 法

 

７ 工 事 の 期 間

承認の日から　　　日間 

　　　年　　月　　日から 

　　　年　　月　　日まで

承認の日から　　　日間 

　　　年　　月　　日から 

　　　年　　月　　日まで

 
８ 変 更 理 由

 
下　第　　　　　号　 

 

　上記のとおり承認します。ただし、別添条件を厳守のこと。 

 

　　　　　　年　　月　　日 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　　
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第３号様式 

 

 

 

工 事 着 手 届

 

　　年　　月　　日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申 請 者　　　　　　　　　　　　　　　 

　　住 所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　 

　　電 話　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　下記のとおり、着手します。

 

記

 

１ 承 認 年 月 日 　　　　　　年　　月　　日

 

２ 番 号 　　　　　　第　　　　　号

 

３ 工 事 の 場 所

 

４ 工 事 の 種 別
　

 

５ 着 手 年 月 日 　　　　　　年　　月　　日
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第４号様式 

 

 

 

工 事 完 了 届

 

　　年　　月　　日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申 請 者　　　　　　　　　　　　　　　 

　　住 所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　 

　　電 話　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　下記のとおり、完了しました。

 

記

 

１ 承 認 年 月 日 　　　　　　年　　月　　日

 

２ 番 号 　　　　　　第　　　　　号

 

３ 工 事 の 場 所

 

４ 工 事 の 種 別
　

 

５ 完 了 年 月 日 　　　　　　年　　月　　日
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第５号様式 

 

 

 

 

検 査 済 証 

 

 

　　年　　月　　日　 

 

 

　　　　　　　　　　　　様 

 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　　　 

 

 

　次のとおり下水道施設工事は、法令等の規定に適合したものと認めます。 

 

 

記

 

１ 番 号 第　　　　　　　号

 

２ 設 置 場 所

　

 

３ 下水道施設の種類

　

 

４ 検 査 年 月 日 　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 

５ 検 査 番 号 第　　　　　　　号
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第６号様式 

 

 

 

 

下水道施設無償譲渡申請書 

 

　　年　　月　　日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申 請 者　　　　　　　　　　　　　　　 

　　住 所　　　　　　　　　　　　　　　 

　　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　 

　　電 話　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　下記のとおり、下水道施設の譲渡について申請します。

 
１ 下 水 道 施 設 の 延 長

　

 
２ 道 路 等 の 種 類

　

 

３ 下 水 道 施 設 の 種 類

　

 
４ 設 置 場 所

　

 
５ 譲 渡 の 理 由

　

 
６ 検 査 番 号 第　　　　　　　号

 
７

下 水 道 施 設 承 認 工

事 完 成 合 格 年 月 日
　　　　　　年　　月　　日
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第７号様式 

 

 

 

 

土 地 利 用 承 諾 書 

 

　　年　　月　　日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

土地所有者　　　　　　　　　　　　 

　　　住所　　　　　　　　　　　　 

　　　氏名　　　　　　　　　　　　 

 
土 地 の 表 示

 
所 在 地 番 地 目 地 積

 　 　 　 　

  

　私の所有する土地について、下記の条件により、公共下水道施設の土地利用を承諾します。 

 

記 

 

１　土地の使用料は、無償とします。 

２　下水道施設の工事及び維持管理のための市職員の立ち入りを認めます。 

３　土地の所有権を他に譲渡する場合は、この承諾内容を承継させ、市及び他の公共下水道施設

利用者に迷惑がかからないようにします。 

４　土地利用の期間は下水道施設の使用する期間とします。 
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第８号様式 

 
 
 

 

 

 

下水道施設無償譲渡引受書 

 

　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　様 

 

尾張旭市長　　　　　　　　　　　　　　 

 

　下記の下水道施設について、今後市有財産として管理運営しますので、引き受けます。 

 

記

 

１ 下水道施設の延長

　

 

２ 道 路 等 の 種 類

　

 

３ 下水道施設の種類

　

 

４ 設 置 場 所

　

 

５ 引 受 年 月 日 　　　　　　年　　月　　日
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